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　ひさい榊原温泉マラソンを３年ぶりに開催。今年はハーフの
コースが変わります。ハーフ、10km、5kmの参加者には温泉
入浴券をプレゼント！
申し込み　スポーツエントリーホームページの申し込みフォー
ムから、またはスポーツエントリー(t0570－039－846)へ

※電話受け付けは土・日、祝・休日を除く10時～17時30分
※エントリーした人には、後日体調管理チェックシートを郵送し
ますので、必要事項を記入の上、当日ご提出くださ
い。18歳未満の人は申し込みに保護者の同意が必要

申込期間　９月１日(木)～30日(金)

種目・対象・参加費
種　目 対　象 参加費 定　員

250人
200人
200人
50人
300人

4,000円
3,000円
2,500円
500円
500円

高校生以上
高校生以上
高校生以上
中学生
小学生

ハーフ
10km
５km
３km
1.5km

　手軽なハイキングコースとして親しまれている
経ヶ峰。標高819ｍの山頂からの眺望は最高です。
費　用　300円(保険料を含む)
定　員　150人
申し込み　９月１日(木)～16日(金)に地域連携課や
各総合支所地域振興課にある申込用紙に必要事項
を記入し、直接地域連携課または各総合支所地域
振興課、安濃中央総合公園内体育館に持参する

か、ファクスで同体育館(f268－3220)へ　※申
込用紙は津市ホームページからもダウンロード可

問い合わせ　高齢福祉課　t229－3156　f229－3334

問い合わせ　安濃総合支所地域振興課　t268－5511　f268－3357

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　t255－8803　f255－0960

問い合わせ　保険医療助成課　t229－3158　f229－5001　各総合支所市民福祉課（市民課）

問い合わせ　保険医療助成課　t229－3158　f229－5001　各総合支所市民福祉課（市民課）
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　老人クラブは地域を基盤と
する高齢者の自主的な組織で
す。現在、市内には約160ク
ラブあり、およそ１万1,600
人の会員が知識や経験を生か
して、明るい長寿社会づくりや保健福祉の向上のた
めに活動しています。
　各地域の老人クラブでは、仲間と共に楽しみなが
ら創意工夫し、さまざまな活動を行っています。活
動内容などに興味のある人は、お近くの老人クラブ
へお問い合わせください。

・健康づくり、介護予防、各種スポーツ
・趣味、教養、文化、レクリエーション
・友愛訪問、ボランティアなどの奉仕活動
・交通安全、見守りパトロールなどの安心安
全なまちづくり
・世代間交流や地域の文化・伝統芸能などの
伝承
・地域の公園や施設の環境整備、リサイクル
活動
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　福祉医療費受給資格証の更新手続きが必要な人
は、早めに手続きを行ってください。９月中に更新
手続きを行わないと、受給資格を失って医療費の助
成が受けられなくなります。
　手続きが10月以降になった場合は、改めて受給資
格申請手続きが必要になり、申請月初日の診療分か
らの助成になります。詳しくはお問い合わせくださ
い。

　不育症とは、妊娠はするけれど流産・死産などを
繰り返して、子どもを持つことができないことをい
います。津市では不育症の治療を受ける人の経済的
負担を軽減するために検査費や治療費などの一部を
助成しています。
助成の内容　１治療期間に受けた保険適用外の検査
費や治療費

※１治療期間とは…その妊娠に係る不育症治療を開
始した日から、出産(流産、死産などを含む)によ
り不育症治療が終了するまでの期間。ただし、転
院等の理由により医師が治療終了と判断した場合
は、医師の定めた治療終了日までを治療期間とし
ます。

助成金額　上限10万円(１年度に１回、通算して５
回まで)

対　象(次の全ての要件を満たす人)
●法律上の夫婦および事実上の婚姻関係にある夫婦
●夫婦の双方または一方が市内に居住している人
●医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者
※夫婦の所得額にかかわらず受給可

申請方法　必要書類を保険医療助成課または各総合
支所市民福祉課(市民課)へ提出　※郵送の場合は
簡易書留郵便で提出

申請に必要なもの
●不育症治療費助成
　申請書
●不育症治療受診等
　証明書(不育症治
　療を受けた医療機
　関で証明を受けて
　ください)

更新手続きが必要な人
●精神障がい者医療費を受けている人
●障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費・一人
親家庭等医療費・子ども医療費を受けている人の
うち更新申請書が届いた人

※更新手続きが不要な人には、新しい受給資格証ま
たは受給資格喪失の案内を送付しています。

●医療機関発行の領収書(原本)と明細書
●世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、発
行後３カ月以内のもの)

　※個人番号の記載があるものは使用できません。
●戸籍謄本(発行後３カ月以内のもの)　
　※住民票で夫婦関係が確認できない場合や事実上
の婚姻関係にある夫婦の場合に必要

●預金通帳
●申請者と配偶者の印鑑(スタンプ
印を除く)

　※本人自署でない場合に必要
申請期限　原則不育症治療が終了
した日から60日以内(終了した日
を１日目とする)

保険適用となるものは福祉医療費助成で
　不育症治療費助成制度では保険適用外の検
査費や治療費を対象としていますが、不育症
治療費には保険適用となるものも多くあり、
これらは福祉医療費助成制度で助成が受けら
れます。
　津市では、妊娠５カ月以上の妊産婦に対し
て、保険診療分の自己負担額の一部を、福祉
医療費助成制度で助成していますので、母子
健康手帳の交付を受けたら併せて手続きを行
い、「福祉医療費受給資格証」の交付を受け
てください。助成には、所得制限など条件が
あります。詳しくはお問い合わせください。

津市ホームページ

11 20 榊原温泉郷周辺日
8:30~
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9 24 草生公民館集合   ※雨天時は９月25日土
9:00~

日


